
●１０条伐採届旗
（森林法１０条に基づく伐採）

●１５条伐採届旗
（森林経営計画に基づく伐採）

取り組みの概要
○目 的・・・適正な伐採と再造林の推進

○開始時期・・・平成２８年４月

○対 象・・・0.5ha以上の皆伐（複数回に分けて届出られた伐採で、一体的で
あると認められるものを含む）
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森林の伐採を行う場合
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森林の種類は保安林等の制限林ですか？

は
い

森林経営計画の認定を受けていますか？

○事前に伐採許可
申請又は届出が必
要です。

○詳しくは、大隅地
域振興局（県）へご
相談ください。

「伐採許可申請書」
又は「伐採届出書」
を提出

・ 0.5ha以上の皆伐を行う場合

は，市町に申請して旗の交付
を受けてください。

・伐採期間中は旗と森林経営

計画認定済票を設置してくださ
い。

○提出先：森林経営計画の
認定者

○提出時期：計画の伐採が
終わった日から30日以内

「森林経営計画に係る伐
採等の届出書」を提出

○提出先：市町の林務担当課

○提出時期：伐採開始から
９０日～３０日前

※伐採後、森林以外に転用す
る場合も届出が必要です。

「伐採及び伐採後の造林の
届出書」を提出

・ 0.5ha以上の皆伐を行う場
合は、市町が旗を交付します。

・伐採期間中は旗及び伐採
届出済票を設置してください。
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旗を返却してください

県 市町

伐採届出済み票

届出番号

伐採後の
造林方法

○ ○

○ ○

届出者

伐採の期間
平成　　年　　月　　日から
平成　　年　　月　　日まで

伐採面積 ｈａ　　　

届出受理者 ○○市長

○ ○

平成　　年　　月　　日から
平成　　年　　月　　日まで

伐採面積 ｈａ　　　

伐採後の
造林方法

認定者 ○○市長

○ ○

森林経営計画認定済票

認定番号

認定請求者

伐採の期間

市町村は、森林施業の標準的な方法や森林の保護などの規範等を定めた「市町村森林整備計画」を策
定し、地域の実情に応じた適切な森林整備を推進しています。

森林を伐採するときは，個人の森林であっても、「市町村森林整備計画」の内容に即した伐採かどうかを
確認するため、事前に「伐採及び伐採後の造林届出書」を市町村へ提出することが森林法で定められて
います。

※森林を伐採する場合は、事前に届出を必ず提出しましょう。
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